
（新）

別表第１（第３条関係）

（※１）補助申請にあたっては、当該年度の事業実施期間に係る対象経費分のみ申請する

ものとする。事業の開始にあたっては、月初日からとなるよう設定すること。

（※２）各ステップの実施月数の上限に達した後は、ステップ継続に移行する。

（※３）認定こども園又は主任保育士等専任加算を取得する保育所における人件費は対象

外とする。

補助対象

事業

補助事業者 補助対象経費 補助基準額 補助率

多機能型

保育支援

事業

保育所、認定こども

園又は小規模保育事

業所を運営する者

交流事業等を実施す

るために必要な経費

人件費、諸謝金、旅費、

需用費（食糧費を除

く。）、役務費（通信運

搬費、保険料、手数

料）、使用料及び賃借

料、備品購入費

実施月数と月額単価の積

を上限とする。

（実施月数）

ステップ１：上限なし

ステップ２：24 月

ステップ３：12 月

（月額単価）

ステップ１

① 小規模保育事業所

9,000 円

② 保育所

11,000 円

ステップ２(※２)

① 33,000 円

② 33,000 円

ステップ２継続

① 20,000 円

② 25,000 円

ステップ３(※２)

① 56,000 円

② 56,000 円

ステップ３継続

① 22,000 円

② 28,000 円

公立：1/2

私立：定額

（旧）

別表第１（第３条関係）

（※１）補助申請にあたっては、当該年度の事業実施期間に係る対象経費分のみ申請する

ものとする。事業の開始にあたっては、月初日からとなるよう設定すること。

（※２）各ステップの実施月数の上限に達した後は、ステップ継続に移行する。

（※３）（新規）

補助対象

事業

補助事業者 補助対象経費 補助基準額 補助率

多機能型

保育支援

事業

保育所又は小規模保

育事業所を運営する

者

交流事業等を実施す

るために必要な経費

人件費、諸謝金、旅費、

需用費（食糧費を除

く。）、役務費（通信運

搬費、保険料、手数

料）、使用料及び賃借

料、備品購入費

実施月数と月額単価の積

を上限とする。

（実施月数）

ステップ１：上限なし

ステップ２：24 月

ステップ３：12 月

（月額単価）

ステップ１

③ 小規模保育事業所

9,000 円

④ 保育所

11,000 円

ステップ２(※２)

③ 33,000 円

④ 33,000 円

ステップ２継続

① 20,000 円

② 25,000 円

ステップ３(※２)

③ 56,000 円

④ 56,000 円

ステップ３継続

③ 22,000 円

④ 28,000 円

公立：1/2

私立：定額



（新）

（※４）高知県私立幼稚園等子育て支援推進事業費補助金の対象となっている認定こども

園は対象外とする。

（旧）

（※４）（新規）


